
令和８年度高校生エシカル消費普及啓発動画コンテスト実施要領 

 

１ 目 的 

 次世代を担う高校生に、人・社会・地域・環境に配慮した「エシカル消費」を学ぶ機

会を提供するとともに、高校生自らが普及の担い手となることで、地域や家庭への波及

を図り、若年層への意識浸透と持続可能な社会の実現を目的として、動画コンテストを

実施するもの。 

 

２ 名 称 

 令和８年度高校生エシカル消費普及啓発動画コンテスト 

 

３ 主 催 

 宮城県 

 

４ 応募資格 

 県内在住または県内に通学している高校生及び国立高等専門学校１学年から３学年まで

の学生 

※ 個人、グループを問いません。 

※ グループで応募する場合、グループの代表者が応募資格を満たしていることとしま

す。 

 

５ スケジュール 

実施内容 日程 

募集期間 令和８年５月 12 日（火）から令和８年 11 月 13 日（金）まで 

事務局選考 令和８年 11 月中旬 

審査員選考 令和８年 12 月上旬 

審査結果発表 令和８年 12 月中旬 

 

６ 募集内容 

（１） 募集テーマ 

エシカル消費の普及啓発に資するもの 

※ エシカル消費…地域の活性化や雇用などを含む人・社会・地域・環境に配慮し

た消費行動（例：フェアトレード商品の購入、サステナブルラベル商品の購

入、地産地消、障がい者支援に繋がる購入、伝統工芸品の購入など） 

（２） 部 門 

① １分以内の部 



② ３分以内の部 

（３） 募集作品の規格 

① 長さ ： １分以内または３分以内 

② 解像度： HD またはフル HD 

③ アスペクト比： 16：9（横型） 

④ 映像ジャンル：実写、アニメ、CG等とし、表現方法に特に制限はありません。 

⑤ データ形式 ：MP4形式 

（４） 応募条件 

① 作品は応募者が制作したオリジナル作品で、他のコンテスト等に応募していない

未発表ものに限ります。 

② 応募作品数に制限はありませんが、受賞は１名（団体）１作品までとなります。 

③ 撮影機材は、ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラ等の種類を問いま

せん。 

④ 最優秀賞及び優秀賞に選ばれた作品は、県の広報媒体等で掲載を予定していま

す。掲載にあたり、作品の一部編集（字幕・ナレーションの追加、音楽の変更

等）を指示する場合がありますので、応募作品及び編集前データは必ず保管して

おいてください。 

⑤ 別紙「注意事項」への同意が必要です（本コンテストに応募した方は、同意した

ものとみなします）。 

（５） 表彰の種類 

各部門共通 

① 最 優 秀 賞 １点 ギフト券１万円分 

② 優 秀 賞 ２点 ギフト券５千円分 

③ ユニーク賞 ２点 ギフト券３千円分 

※ いずれの部門も応募状況により、表彰内容を変更する場合があります。 

※ グループ応募の場合、応募フォームに記載された代表者に特典１点をお渡し

します。 

 

７ 応募方法 

（１） 申込フォームに必要事項を登録の上、応募用紙と動画データを記録した DVD を消費

生活・文化課宛てに郵送または持参してください。 

（２） 提出先 

〒980‐8570 

 宮城県仙台市青葉区本町 3－8－1 宮城県庁１階 

 宮城県環境生活部消費生活・文化課 相談啓発班 

（３） 応募締め切り 



令和８年 11 月 13 日（金） 午後５時必着 

 

８ 審査について 

（１） 審査基準 

① メッセージ性（エシカル消費の必要性が伝わり、共感や行動変容を促す内容か。） 

② 理解度及び表現力（エシカル消費を正しく理解し、また伝えられているか。） 

③ 独自性（オリジナリティ、インパクトがあるか。） 

④ 訴求性（興味を引き付ける内容、構成であるか。） 

⑤ 演出力・技術力（構成、撮影や音撮り、編集方法等に工夫がみられるか。） 

（２） 審査方法 

① 予備選考 

事務局において、応募された動画が著作権及び肖像権を侵害しておらず、各種法

令及び本要領が遵守されていること、倫理的な観点及び表現方法等からエシカル

消費に資する内容かを審査し、各部門最大５作品を選出します。 

② 本審査 

審査員により８（１）の審査基準により審査を実施し、最優秀賞等を決定しま

す。 

③ 審査結果発表 

入賞者には、審査結果発表会にお集まりいただき、作品紹介をしていただきま

す。同日に、審査結果の発表、授与式を行います。 

 

９ 個人情報の取り扱いについて 

 応募者の個人情報は、当コンテストの運営に必要な範囲で使用し、それ以外の目的には

使用しません。作品の利用にあたり、応募者の氏名・団体名、作品の説明を公表させてい

ただく場合があります。 

 

10 問い合わせ先（事務局） 

〒980‐8570 

宮城県仙台市青葉区本町 3－8－1 宮城県庁１階 

宮城県環境生活部消費生活・文化課 相談啓発班 

  電話番号：０２２－２１１－２５２４ 

  電子メール：syoubuns@pref.miyagi.lg.jp 


